
１．介護老人福祉施設入居者生活介護　従来型個室　（1割負担の場合）

/　日

/　日

/　日

/　日

/　日

２．入居者全員が対象の加算　（1割負担の場合）

/　日

/　日

/　日

/　日

/　日

３．該当する入居者のみの加算　（1割負担の場合）

/　日

/　回

/　日

/　日

/　日

/　回

/　回

４．介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

５．介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

６．介護職員等ベースアップ等加算

要介護３ 712 21,360円

（別紙１） 特別養護老人ホーム清華園　入居料金表　（1割負担） 令和4年10月1日～

介護度 内容 単位数

要介護１ 573 17,190円

要介護２ 641 19,230円

月額（30日）

要介護４ 780 23,400円

要介護５ 847 25,410円

項目 内容 単位数 月額（30日）

夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ 夜勤職員を一定以上満たしている場合 16 480円

日常生活継続支援加算（Ⅰ）
厚生労働大臣の定める基準を満たしている場
合

36 1,080円

看護体制加算（Ⅰ）ロ 常勤の看護師を１名配置し夜間も連絡、対応
の体制を整えている場合

4 120円

看護体制加算（Ⅱ）ロ 8 240円

個別機能訓練加算
個別機能訓練計画を作成し計画的に機能訓
練を行った場合

12 360円

合計2,280円

項目 内容 単位数

初期加算
入所日又は３０日を超える入院後、再入所した
場合３０日間加算

30

外泊時加算 外泊、入院時に算定（月6日を限度） 246

看取り介護加算　死亡日 当施設において看取り介護を行った場合 1280

看取り介護加算（Ⅰ）
死亡日前日・前々日

当施設において看取り介護を行った場合 680

看取り介護加算（Ⅰ）
死亡日以前４日以上３０日以下

当施設において看取り介護を行った場合 144

看取り介護加算（Ⅰ）
死亡日以前３１日以上４５日以下

当施設において看取り介護を行った場合 72

安全対策体制加算 入所時に1回算定 20

厚生労働大臣の定める基準によ
る介護職員の処遇改善を行う

（1.従来型個室料、2.入居者全員が対象の加算、3.該当する入居
者のみの加算）　　の合計単位数に×83/1000

厚生労働大臣の定める基準によ
る介護職員の処遇改善を行う

（1.従来型個室料、2.入居者全員が対象の加算、3.該当する入居
者のみの加算）　　の合計単位数に×27/1000

厚生労働大臣の定める基準によ
る介護職員の処遇改善を行う

（1.従来型個室料、2.入居者全員が対象の加算、3.該当する入居
者のみの加算）　　の合計単位数に×16/1000

食事介助、排泄介助、入浴介助、移動介助な
どの基本サービスの料金

オムツ代、洗濯代は介護保険給付対象となっ
ている為自己負担なし



７．食費

/　日

/　日

/　日

/　日

第1．2．3以外の方 /　日

８．居住費

/　日

/　日

/　日

/　日

９．高額介護サービス費

下記の条件に該当される方は、介護保険給付対象の利用者負担額が月額上限を超えた場合

その超えた額について「高額介護サービス費」として市より還付を受ける事が出来ます。

上限

上限

上限

上限

10．その他の費用

・理容代、口腔ケア関連費、嗜好品費、消耗品費、医療費、特殊医療材料費、余暇活動費は自己負担して

　いただきます。

・入浴関連費（石鹸、ボディーソープ、シャンプー、リンス）、タオル準備費（洗顔タオル、おしぼり、清拭、入浴

　用バスタオル）として500円/月を入居者全員から徴収させていただきます。

・事務通信費（通帳、印鑑、保険証の管理、利用料金等の出納管理、個人買い物代行、通信代）として

　1,000円/月を入居者全員から徴収させていただきます。

※　支払例

利用者負担段階 適用要件 金額 月額（30日）

第1段階
「市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金を受給している
方」「生活保護受給者」

300円 9,000円

第2段階
「市町村民税世帯非課税」であって「合計所得金額+課税年
金収入が年額80万円以下」の方

390円 11,700円

第3段階①
「市町村民税世帯非課税で第2段階以外の方」課税年金収
入が80万以上120万円以下の方

650円 19,500円

第3段階②
「市町村民税世帯非課税で第2段階以外の方」課税年金収
入が120万以上の方

1,360円 40,800円

第4段階 1,445円 43,350円

利用者負担段階 適用要件 金額 月額（30日）

第1段階
「市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金を受給している
方」「生活保護受給者」

320円 9,600円

第2段階
「市町村民税世帯非課税」であって「合計所得金額+課税年
金収入が年額80万円以下」の方

420円 12,600円

第3段階
「市町村民税世帯非課税で第2段階以外の方」課税年金収
入が80万以上の方

820円 24,600円

第4段階 第1．2．3段階以外の方 1,171円 35,130円

第3段階
「市町村民税世帯非課税で第2段階以外の方」課税年金収
入が80万以上の方

24,600円

利用者負担段階 適用要件 金額

第1段階
「市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金を受給している
方」「生活保護受給者」

15,000円

第4段階 第1．2．3段階以外の方 44,400円

第2段階
「市町村民税世帯非課税」であって「合計所得金額+課税年
金収入が年額80万円以下」の方

15,000円

（例） 介護3 負担段階2 （30日）

1.従来型個室料 21,360円

2.全員対象の加算 2,280円

3.該当者のみ加算

4.処遇改善加算 1,962円

5.特定処遇改善加算 638円

6.ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等加算 378円

7.食費 11,700円
8.居住費 12,600円

10.その他費用
合計 50,918円

（例） 介護3 負担段階3 （30日）

1.従来型個室料 21,360円

2.全員対象の加算 2,280円

3.該当者のみ加算

4.処遇改善加算 1,962円

5.特定処遇改善加算 638円

6．ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等加算 378円

7.食費 ①19,500円 ②40,800円
8.居住費 24,600円

10.その他費用
合計 ①70,718円 ②92,018円

（例） 介護3 負担段階4 （30日）

1.従来型個室料 21,360円

2.全員対象の加算 2,280円

3.該当者のみ加算

4.処遇改善加算 1,962円

5.特定処遇改善加算 638円

6．ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等加算 378円

7.食費 43,350円
8.居住費 35,130円

10.その他費用
合計 105,098円


